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�愛媛県告示第１００５号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は

起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２３年８月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２３年８月１９日から９月１日まで

�������
�愛媛県告示第１００７号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条の２第２項の

規定による届出を審査した結果、次の加入区について、同法第１１２

条第１項の規定による同意があったと認めたので、同法第１１２条の

２第３項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）

第２６条の３の規定により告示する。

平成２３年８月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

（東予地方局産業経済部管内）

垣生加入区

（中予地方局産業経済部管内）

中島三和加入区
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�愛媛県告示第１００８号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１３条の２第１項第

１号の規定により、次の加入区について、漁船損害等補償法に基づ

く付保義務の発生（平成１９年８月愛媛県告示第１３８２号）による保険

�愛媛県告示第１００６号
漁船損害等補償法施行令（昭和２７年政令第６８号）第５条第１項の規定により、漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条第１項

の規定による同意を求めるための事前届出があったので、同政令第５条第３項の規定により、１のとおり公示し、及び２のとおり指定漁船

調書を縦覧に供する。

平成２３年８月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出事項

（中予地方局管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

松山市中島大浦５３４－１

橋 村 民 生

松山市中島大浦２０３６

天 野 良 一

松山市宇和間甲１３０９

長 田 松 人
中 島 中島漁業協同組合

２ 指定漁船調書の縦覧

� 縦覧期間

平成２３年８月１９日から９月２日まで

� 縦覧場所

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる場所

中予地 方 局 管 内 の 加 入 区 中予地方局産業経済部水産課
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に付すべき義務は、平成２３年８月１８日限り消滅したので、同条第２

項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）第２６

条の３の規定により告示する。

平成２３年８月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

（中予地方局産業経済部管内）

中島三和加入区

�愛媛県告示第１００９号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２３年８月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０１０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２３年８月１９日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

�愛媛県告示第１０１１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２３年８月１９日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１９）第１１６６５号 平成１９年
８月７日 橘設計工務� 橘 惠 松山市安城寺町１５９５ 平成２３年

７月１１日

土木工事業、建築工事業
とび・土工工事業
石工事業、鋼構造物工事業
ほ装工事業
しゆんせつ工事業
塗装工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－２０）第１５４４３号 平成２０年
１０月２８日 �三共 桐山 俊作 松山市南江戸４－５－８ 平成２３年

７月１１日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業、鋼構造物工事業
ほ装工事業
しゆんせつ工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（特－１９）第１０５２８号 平成１９年
１１月１１日 �坂本重機建設 坂本 和男 松山市食場町甲１６７－５ 平成２３年

７月１３日 建築工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１８）第１５９８１号 平成１８年
７月２０日

ランドコーポレーション
� 田中 大丈 伊予郡砥部町高尾田８６６

－７
平成２３年
７月１５日 建築工事業 建設業の廃止

（般－２１）第１５５４４号 平成２１年
５月７日 玉島保温 玉島 秀一 松山市北井門４－１９－２４ 平成２３年

７月１９日 熱絶縁工事業 建設業の廃止

（般－１８）第１４７８９号 平成１８年
８月７日 �児玉工業 兒玉 康二 松山市北吉田町１０２０－５ 平成２３年

７月２２日
土木工事業
管工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１９）第１５２７３号 平成２０年
３月２４日 吉村建設 吉村 正厚 松山市北条辻３２８ 平成２３年

７月２８日

建築工事業、大工工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック
工事業
内装仕上工事業

建設業の廃止

（般－１８）第１２３００号 平成１８年
７月１９日 野村塗装 窪前 廣満 松山市市坪北２－８－１２ 平成２３年

７月１５日 塗装工事業 建設業の廃止

（般－２２）第３２５２号 平成２２年
６月２４日 露口建設� 露口 泰臣 上浮穴郡久万高原町東明

神甲３６９－２
平成２３年
７月２０日

建築工事業、大工工事業
タイル・れんが・ブロック
工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業

建設業の廃止
（一部）

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２３中局建（開）第１９号

平成２３年８月１０日

伊予市下吾川字壱丁地６０５番２、６０６番２、６０７番１、６０７番３、６０７番４、

６０７番５、６０７番６、６０７番７、６１４番１、６１４番３、６１４番４、６１４番５、６１４

番６、６１４番７、６１４番９、６１４番１０地先里道及び水路

松山市東雲町３番地２２

有限会社佐伯組

愛 媛 県 報平成２３年８月１９日 第２２９４号

６９９
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�愛媛県告示第１０１２号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２３年８月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２２）第５２６号 平成２２年
５月６日 �ブリッジカンパニー 橋本 隆 喜多郡内子町城廻９９１－

１
平成２３年
７月８日 建築工事業 建設業の廃止

（一部）

（般－２０）第１６２８９号 平成２０年
５月９日 兵頭建築 兵頭 健生 北宇和郡鬼北町大字小西

野 ３々５９
平成２３年
７月１２日 建築工事業 建設業の廃止

（法人成り）

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２３中局建（開）第２０号

平成２３年８月１１日
伊予郡松前町大字西高柳字教願寺１５７番１

伊予郡松前町大字西高柳１６２番地

増 田 祐 也

平成２３年８月１９日 発行

愛 媛 県 報平成２３年８月１９日 第２２９４号

７００


